
記者発表資料

平 成 29 年 6 月 2 日
九 州 地 方 整 備 局

1. 指名停止措置業者名：株式会社安部日鋼工業
業 者 の 住 所：岐阜県岐阜市六条大溝３－１３－３

2. 指名停止措置期間：平成２９年６月２日　～　平成２９年８月１日
（２ヶ月）

3. 指名停止措置の範囲：九州地方整備局管内

4. 事実概要

5. 指名停止措置理由

＜指名停止措置要領別表第１＞

期　　　間

2 当該認定をした日から
１ヶ月以上６ヶ月以内

　＜問い合わせ先＞

国土交通省　九州地方整備局
代表：℡０９２－４７１－６３３１

2 2
2 2

2 2 2 2 2 2 2

◎粗雑工事が判明した下記業者について、２ヶ月間、九州地方整備局
発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指
名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

　本件は佐伯河川国道事務所発注の「東九州道（佐伯～蒲江）元越大橋上部工（Ａ
１～Ｐ６）工事」の完成後において、当該工事の橋桁（コンクリート製）につい
て、鉄筋を覆うコンクリートが規格値に達していなかった過失による粗雑工事であ
ることが判明したものである。
　なお、当該粗雑工事については、既に平成２９年３月２８日に修補を完了してい
る。

　当該業者たる株式会社安部日鋼工業が佐伯河川国道事務所発注の「東九州道（佐
伯～蒲江）元越大橋上部工（Ａ１～Ｐ６）工事」において過失による粗雑工事を
行ったことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局
（港湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（以下「指名
停止措置要領」という。）別表第１第２号（下記参照）に該当する。
　従って、本件については、指名停止２ヶ月を適用する。

措　　置　　要　　件

　当該地方整備局の所属担当官と締結した請負契約に係
る工事（以下この表において「地方整備局発注工事」と
いう。）の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした
と認められるとき（かしが軽微であると認められるとき
を除く。）。

（過失による粗雑工事）

福岡市博多区博多駅東2‐10‐7

総務部契約課長 富山 昭義 （内線 ２５１１）
契約課直通：℡０９２－４７６－３５０９

企画部技術管理課長 竹下 真治 （内線 ３３１１）

技術管理課直通：℡０９２－４７６－３５４６
港湾空港関係
総務部契約管理官 田中 浩紀 （内線 ２９０）

経理調達課直通：℡０９２－４１８－３３４５


